
本庄地域定住自立圏の形成に関する協定書 

 

本庄市(以下「甲」という。)と美里町(以下「乙」という。)は、定住自立圏の

形成に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、中心市宣言(定住自立圏構想推進要綱(平成２０年１２月２

６日総行応第３９号総務事務次官通知)第４の規定によるものをいう。)を行っ

た甲と甲が行った中心市宣言に賛同した乙との間において、甲及び乙が、相互

に役割を分担して、定住に必要な都市機能及び生活機能を確保し、圏域全体の

発展と住民福祉の向上を図るため、定住自立圏を形成することに関して必要な

事項を定めることを目的とする。 

(基本方針) 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、

次条に規定する政策及び施策の分野の取組において、相互に役割を分担して、

連携し、共同し、又は補完し合うこととする。 

(連携する取組の分野及び内容並びに甲乙の役割分担) 

第３条 甲及び乙が、相互に役割を分担して、連携し、共同し、又は補完し合う

政策分野は、次の各号に掲げるものとし、その取組の内容並びに当該取組にお

ける甲及び乙の役割は、それぞれ当該各号に規定するものとする。 

（１）生活機能の強化に係る政策分野 

ア 医療 

（ア）医療体制の充実 

ａ 取組の内容 

医療体制の充実を図るため、救急医療の需要を調査、分析するとと

もに、本庄市児玉郡医師会をはじめとする圏域内外の関係機関との連

携強化を図り、初期及び第二次救急医療体制を充実するための取組を

実施する。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）救急医療の需要調査を実施するとともに、医療体制を充実させる

ための検証を行う。 

（ｂ）乙と共同して、救急医療体制を充実させるための事業の企画立案

及び連絡調整を行う。 

（ｃ）乙と共同して、救急医療に関する事業を実施する。 

（ｄ）乙と共同して実施する救急医療に関する事業に係る事務処理につ

いては、甲が代表して行う。 



ｃ 乙の役割 

（ａ）甲が実施する救急医療の需要調査及び医療体制を充実させるため

の検証に協力する。 

（ｂ）甲と共同して、救急医療体制を充実させるための事業の企画立案

を行う。 

（ｃ）甲と共同して、救急医療に関する事業を実施する。 

イ 福祉 

（ア）障害者福祉の充実 

ａ 取組の内容 

障害児者の自立した地域生活を支援するため、関係機関の連携強化

による情報の共有化を推進し、相談支援や就労支援等の充実を図る。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）乙と共同して、障害者ニーズに対応できるよう、関係機関との情

報交換等により連携強化を図る。 

（ｂ）乙と共同して、相談支援や就労支援等に関する事業を実施する。 

（ｃ）乙と共同して実施する相談支援や就労支援等に関する事業に係る

事務処理については、甲が代表して行う。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）甲と共同して、障害者ニーズに対応できるよう、関係機関との情

報交換等により連携強化を図る。 

（ｂ）甲と共同して、相談支援や就労支援等に関する事業を実施する。 

（イ）発達障害児への支援体制の充実 

ａ 取組の内容 

発達障害児への支援体制の充実を図るため、圏域内外の関係機関と

の連携強化を目指した調整を進め、発達障害児等に対する相談支援や

関係者の資質向上に向けた研修等の取組を実施する。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）発達障害児への地域支援体制を充実させるための検証を行う。 

（ｂ）発達障害児への地域支援体制の共有・普及に向けた事業の検討を

行う。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）甲が実施する発達障害児への地域支援体制を充実させるための検

証に協力する。 

（ｂ）甲が実施する発達障害児への地域支援体制の共有・普及に向けた

事業の検討に協力する。 

ウ 産業振興 



（ア）農業の振興 

ａ 取組の内容 

農業の振興を図るため、農業の担い手を育成・確保するとともに、

関係機関と連携しながら、就農等に関する情報の相互提供や発信、各

種団体への支援等を行う。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）乙及び関係機関から就農等に関する情報を収集するとともに、圏

域内外にこれを発信する。 

（ｂ）乙及び関係機関と連携して、各種団体への支援等を行う。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）関係機関と連携して、就農等に関する情報を甲に提供する。 

（ｂ）甲及び関係機関と連携して、各種団体への支援等を行う。 

（イ）観光の振興 

ａ 取組の内容 

（ａ）観光の振興を図るため、観光情報を共有化するとともに、観光ル

ートの開発等を通して圏域の魅力を圏域内外に発信する事業を実

施する。 

（ｂ）観光農業の振興を図るため、特産品の紹介や開発等を通して、圏

域外からの観光客を呼びこみ、消費の拡大に資する事業を実施する。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）乙及び関係機関と連携して、観光情報を収集するとともに、圏域

の魅力を圏域内外に発信する事業や消費の拡大に資する事業の企

画立案を行う。 

（ｂ）乙及び関係機関と連携して、圏域の魅力を圏域内外に発信する事

業や消費の拡大に資する事業を実施する。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）関係機関と連携して、観光情報を甲に提供するとともに、圏域の

魅力を圏域内外に発信する事業や消費の拡大に資する事業の企画

立案に協力する。 

（ｂ）関係機関と連携して、圏域の魅力を圏域内外に発信する事業や消

費の拡大に資する事業の実施に協力する。 

エ その他 

（ア）消費生活相談体制等の充実 

ａ 取組の内容 

複雑化、多様化する消費者被害を防止するため、消費生活に関する

取組を実施するとともに、必要な体制を整備する。 



ｂ 甲の役割 

（ａ）消費生活センターを設置し、圏域の住民を対象とした消費生活相

談を実施する。 

（ｂ）乙と共同して、消費者被害防止のための啓発・教育活動を企画立

案し、実施する。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）消費生活相談が円滑に実施できるよう、必要な支援や協力を行う。 

（ｂ）甲と共同して、消費者被害防止のための啓発・教育活動を企画立

案し、実施する。 

（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

ア 地域公共交通 

（ア）公共交通サービスの確保と公共交通ネットワークの構築 

ａ 取組の内容 

公共交通の利便性の向上を図るため、交通事業者等と連携して、生

活路線として必要な公共交通体系を確保するとともに、利用者ニーズ

等の現状を調査、分析し、効率的で効果的な圏域内の公共交通ネット

ワークを構築する。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）交通事業者等と協議しながら、乙及び関係機関と連携して、生活

路線として必要なバス路線の確保に取り組む。 

（ｂ）利用者ニーズ等に即した新たな公共交通ネットワークやシステム

の構築に向けて、乙及び関係機関と連携して調査研究を行う。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）交通事業者等と協議しながら、甲及び関係機関と連携して、生活

路線として必要なバス路線の確保に取り組む。 

（ｂ）利用者ニーズ等に即した新たな公共交通ネットワークやシステム

の構築に向けて、甲及び関係機関と連携して調査研究を行う。 

イ 道路等の交通インフラの整備 

（ア）道路ネットワークの構築及び生活幹線道路の整備 

ａ 取組の内容 

日常生活の利便性の向上や安心・安全の確保等を図るため、主要幹

線道路へのアクセス道路をはじめとする生活幹線道路の整備に関し、

広域的な視点で協議を行い、圏域内の道路ネットワークの構築に向け

た取組を進める。 

ｂ 甲の役割 

生活幹線道路の整備に関し、広域的な視点で協議を行い、圏域の道



路ネットワークの構築に向けた取組を乙と連携して進める。 

ｃ 乙の役割 

生活幹線道路の整備に関し、広域的な視点で協議を行い、圏域の道

路ネットワークの構築に向けた取組を甲と連携して進める。 

（イ）スマートインターチェンジの整備 

ａ 取組の内容 

産業の振興及び交流人口の増加を図るため、（仮称）寄居ＰＡ美里・

深谷スマートインターチェンジ及び同スマートインターチェンジへ

のアクセス道路の整備を推進する。 

ｂ 甲の役割 

（仮称）寄居ＰＡ美里・深谷スマートインターチェンジ及び同スマ

ートインターチェンジへのアクセス道路の整備の推進に協力する。 

ｃ 乙の役割 

（仮称）寄居ＰＡ美里・深谷スマートインターチェンジ及び同スマ

ートインターチェンジへのアクセス道路の整備を推進する。 

ウ 地域の生産者や消費者等の地域連携による地産地消 

（ア）地産地消の推進 

ａ 取組の内容 

地域の消費者ニーズに対応した地産地消を推進するため、関係機関

と連携して、地産地消の普及啓発に向けた取組を推進するとともに、

地場農産物のブランド化や販路拡大を図る。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）乙及び関係機関と連携して、地産地消の普及啓発活動を推進する。 

（ｂ）乙及び関係機関と連携して、地場農産物の販路拡大に資する事業

を推進するとともに、ブランド化に関する検討を行う。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）甲及び関係機関と連携して、地産地消の普及啓発活動を推進する。 

（ｂ）甲及び関係機関と連携して、地場農産物の販路拡大に資する事業

を推進するとともに、ブランド化に関する検討を行う。 

（３）圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

ア 人材の育成等 

（ア）人材の育成等 

ａ 取組の内容 

人材の育成や研究機能の強化を図るため、早稲田大学をはじめとし

た地域の「学」や圏域内外の人材との連携・交流等を推進する。 

ｂ 甲の役割 



（ａ）早稲田大学との協働連携に関する基本協定書に基づく取組を推進

するとともに、乙と連携して、圏域への取組の拡大について検討す

る。 

（ｂ）乙及び関係機関と連携して、人材の育成や研究機能の強化を図る

とともに、圏域内外の人材を活用した取組を推進する。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）甲が実施する早稲田大学との連携事業を支援するとともに、甲と

連携して、圏域への取組の拡大について検討する。 

（ｂ）甲及び関係機関と連携して、人材の育成や研究機能の強化を図る

とともに、圏域内外の人材を活用した取組を推進する。 

（イ）圏域内市町職員の研修等 

ａ 取組の内容 

職員の資質向上及び圏域内における共通課題に対応するため、圏域

内の研修情報を共有化するとともに、必要に応じて外部人材の活用を

図りながら、研修等を実施する。 

ｂ 甲の役割 

（ａ）甲が実施する研修等に関する情報を乙及び関係機関に提供すると

ともに、研修等に参加する機会を設ける。 

（ｂ）乙及び関係機関と連絡調整を図り、研修等を実施する。 

ｃ 乙の役割 

（ａ）乙が実施する研修等に関する情報を甲及び関係機関に提供すると

ともに、研修等に参加する機会を設ける。 

（ｂ）甲が実施する研修等に協力するとともに、乙の職員を参加させる。 

（事務執行に当たっての連携、協力及び費用負担） 

第４条 前条に規定する取組を推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担し

て連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。 

２ 前条に規定する取組を推進するため、甲及び乙は、必要な費用が生じるとき

は、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。 

３ 第１項の規定により必要となる手続及び人員の確保に係る負担並びに前項に

規定する費用の負担については、その都度、甲乙協議して別に定めるものとす

る。 

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲乙協議の上、定めるもの

とする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経なければ

ならない。 

（協定の廃止） 



第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議

決を経た上でその旨を他方に通告するものとする。 

２ 前項の通告は書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過し

た日にその効力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定の規定に関し疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項

については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各

１通を保有する。 

 

平成２２年７月２日 

 

本庄市本庄３丁目５番３号 

甲 本庄市 

本庄市長  吉 田  信 解 

 

児玉郡美里町大字木部３２３番地１ 

乙 美里町 

美里町長  原 田  信 次 


